
 

 

 

 

 

 
 

 

今年も残り１か月となりました 
 

今年も昨年にひきつづき、新型コロナウイルスの影響で、様々なことが例年通りとはい

かない１年となりました。最近もまた新規感染者が増加傾向で「第八波」に関するニュー

スをよく目にします。皆様も十分ご注意ください。 

今年も現状の中で「今できること」を模索し、教育活動を進めてきました。「校外学習」

「修学旅行」「運動会」「音楽会」など、様々な制限下ではありましたが、こうした行事を

通して子どもたちは“友だちといっしょに活動する楽しさや達成感”を十分に味わえたの

ではないかと思います。今後もこうした教育的効果を大切にしていきたいと思います。教

職員だけでなく、子どもたちや保護者、地域の方々も含め、お互いに知恵を出し合いなが

ら、子どもたちにとって「最善の環境」を整えられるよう模索し、教育活動を進めていき

たいと考えています。 

今年もＰＴＡをはじめ、様々な場面でたくさんの地域の皆様にお力をお借りしました。

本当にありがとうございました。よい年をお迎えください。 
 

学期末個人懇談会                        
 

日時 

12 月 ５日(月)･８日(木)･９日(金) （予備日）１２日（月） 

懇談時間につきましては 11/２５(金)にお知らせ   

しています。 

なお、この３日間は 4 時間授業になります。 

（下校時刻は 13:4０頃になります。） 

 

お願い 

・自転車は学童教室前南広場にお願いします。 

（給食場前には置かないでください。） 

・自動車での来校はおやめください。  

（プール門や正門前には緊急車両が入ることがあります。） 

・校内では感染症対策（手洗い・消毒・咳エチケット）にご協力ください。 

・入校許可証を携行してください。 

・スリッパは各自ご持参ください。  

・廊下でお待ちいただきますが、かなり冷え込むことが予想されますので、  

防寒のご準備をよろしくお願いします。  

・学習や生活の様子などについて、１人５～１０分間程度でお話させていただきます。 

ご意見やお聞きになりたいことは予め、まとめておいてください。 

・玄関前に落とし物を並べていますので、ご確認ください。 
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時間割の変更について                      

先日もお伝えしていますとおり、教職員研修の

ため、以下のとおり時間割を変更いたします。ご

理解・ご協力の程、よろしくお願いします。 

１２月７日（水） 

 全学年４時間授業（1３:０0 頃下校） 

令和５年１月２５日（水）２６日（木） 

 ２５日（水）…木曜日の時間割 

 ２６日（木）…水曜日の時間割 

        1 年生のみ、５時間授業 

        それ以外の学年は４時間授業 

        （１３：４０頃下校） 

放課後子ども教室の継続     

 現在２学年毎に行っている放課後子ども教室で

すが、この形で継続していく予定です。感染状況

によってはまた変更もあるかもしれませんが、そ

の際はお便りやメール等でお知らせいたします。 

１１月号にも記載しましたが、暗くなるのが早

くなってきていることから、下校する時刻がだん

だん早くなっています。参加される場合はご注意

ください。 

冬の体力づくり                     

 １２月１２日（月）から、毎日３学年ずつ、冬

の体力づくりに取り組みます。２０分休みに運動

場に出てトラックを走ります。 

・体操服には着替えず、動きやすい服装で参加  

します。 

・基本的にタイツは不可 

です。靴下を持たせる 

ようお願いします。 

・汗をかくので、着替え 

やタオル、お茶等の用 

意をお願いします。 

・事前健康調査の締め切りは１２月２日（金） 

となっています。ご提出よろしくお願いします。 

ＮＥＴシャワーデイ       
 普段の外国語活動よりも少ない人数の中で、Ｎ

ＥＴや友だちときめ細かく英語を使ってやりとり

をすることを目的として、一年間で全学年が実施

することになっています。内容は以下のとおりで

す。 

１年生…動物園に行こう！ 

２年生…Ｔシャツをつくろう！ 

３年生…ピザをつくろう！（実施済） 

４年生…世界のレストランに行こう！（実施済） 

５年生…ミッション！スクールツアー 

６年生…好きなものを紹介しよう！ 
裏面へつづきます。 

※行事予定に関して、あくまで現段階の予定となり、今後の状況

次第で変更することもあります。予めご了承ください。 
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12月 行事予定表　
委員会（6年卒アル用写真撮影）ＮＥＴ５・６年

非行防止教室5年　　　 　ＰＴＡ運営委員会

西中校区の集い

個人懇談①

地区児童会・集団下校５ｈ1・3・6年

福祉交流会１年　　　　　1・3・6年

教職員研修のため全学年４時間授業

個人懇談③

校庭開放

クラブ⑥（6年卒アル用写真撮影）

ＮＥＴ３・4年

個人懇談②

　１/１0始業式　１1給食開始　２４マラソン大会　

　　  ３１郡小フェスティバル

個人懇談予備日　冬の体力づくり1・3・6年

国際理解教室４年　　　　　　　2・4・5年

終業式

西中学校 生徒指導出前授業６年　2・4・5年

木２２
ＮＥＴシャワーデイ１・２年

６ 火
阪急電鉄出前授業６年　　  ＳＣ在校日

ＮＥＴシャワーデイ５・６年2・4・5年
木１５

校外学習６年（キッザニア甲子園） ＳＣ在校日

給食終了　大掃除

２０ 火
　　　　　　　　　　　　　　　1・3・6年

冬休み
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郡小のきまり（寒い季節特別号）               
先日児童にも配布し、指導しましたが、防寒に関して学校としてルールを決めています。各ご

家庭でも改めて内容をご確認ください。 
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暗くなるのが早くなっています！                      
 

最近日が暮れるのが早くなってきました。「暗くなる前に帰ること」や「自転車のライトがつく

かどうか」など、今一度ご家庭でご確認ください。併せて交通ルールや公園でのマナーなどもお

話いただき、子どもたちが安全に過ごせるよう、よろしくお願いします。 
 

児童虐待の根絶に向けて                      
 

１１月に文部科学大臣より「保護者、学校関係者、地域の皆さま」あてにメッセージが出ていま

した。以下、ご一読ください。 
 

保護者、学校関係者、地域の皆さまへ 

「児童虐待の根絶に向けて ～地域全体で子供たちを見守り育てるために～」 

○ １１月は児童虐待防止推進月間です。 

子供たちへの虐待は、児童相談所の相談対応件数（速報値）が過去最多を更新、高止ま

りしており、極めて深刻な状況です。児童虐待により子供たちが傷つき、亡くなるよう

なことは、何としても無くさなければなりません。 

○ 虐待は、しつけとは違い、子供の成長と人格形成に深刻な影響を与えます。 

殴る、蹴るといった目に見える身体的虐待だけではなく、食事を与えない、放置する等

のネグレクト、言葉によっておどかす、無視する等の心理的虐待、性的虐待など様々な

形で行われます。 

○ 保護者の皆さま、親子の未来を守るため、大切なお子さまの健やかな成長のため、

「虐待はしない」と誓ってください。心に余裕がない時はストレスの解消など、皆さま

自身が休むことも大切です。子育てに不安や悩みがある時には、一人で抱え込まずに身

近な人に相談したり、自治体の相談窓口等を頼ったりしてください。 

○ 学校関係者の皆さま、日頃から子供たちと接する中で、児童虐待と疑われる事案に

気付いた際は、速やかにチームとして対応し、市町村や児童相談所に通告するとともに、

関係機関と連携して対応してください。 

○ 地域の皆さま、是非、子供や保護者の様子に関心を持って見守ってください。みな

さまの声かけや日頃からのつながりが、保護者の不安軽減にもつながります。そして、

子供の衣服や体がいつも汚れている、保護者が子育てに無関心であるなど虐待が疑われ

るサインに気付いた際は、ためらわずに最寄りの児童相談所に繋がる全国共通ダイヤル

「189」（“いちはやく”）に相談・通告してください。 

○ 児童虐待の防止には、家庭・学校・地域が一丸となって子供たちを見守り、育てる

体制づくりが重要です。文部科学省としても、関係省庁とともに取組を推進してまいり

ます。皆さまの御理解と御協力を心からお願い申し上げます。 

今年の学校だよりは今月号が最終となります。冬休み号は発行しない予定です。 

また来年もよろしくお願いいたします。 


